
平成 23 年 9月 補正予算要求事業調書
１　予算要求事業の概要
№

1 新規 拡大 継続

款 項 目

2 1 11

番号 事業名

事　業
コード 事業名

<目的>

<目標(平成23年度末)>
１　消耗品購入、納品
２　什器備品購入、納品
３　音楽備品購入、納品
４　パンフレット作成、納品（平成23年12月）
<現状(平成22年度末見込み)>
　｢さいたま市武蔵浦和コミュニティセンター｣に必要な什器備品、音楽備品等を精査していま
す。

<課題>
１　消耗品購入、納品
２　什器備品購入、納品
３　音楽備品購入、納品
４　パンフレット内容検討

平成23年 11月上旬 選定委員会
11月～12月 契約告示

平成24年  1月 入札
 3月 納品

現
状
と
課
題

今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル

事務事業の位置付け

予算要求事業の概要

根拠法令・条例・規則等 さいたま市コミュニティ施設条例、同施行規則

しあわせ倍増プラン2009

目
的
・
目
標

　平成23年度中に｢さいたま市武蔵浦和コミュニティセンター｣に必要な什器備品、音楽備品等を
購入し、また、武蔵浦和コミュニティセンターのパンフレットを作成します。

内
容

会計区分

一般会計 市民・スポーツ文化局　市民生活部　コミュニティ推進課

所管

　平成24年5月に｢さいたま市武蔵浦和コミュニティセンター｣を開設するにあたり、初度備品等
を購入します。

南浦和コミュニティセンター外１７施設管理運営事業

事業名(予算の事務事業名)

総合振興計画新実施計画

区分

-32-

２　補正予算要求の理由と効果
　平成24年5月から「さいたま市武蔵浦和コミュニティセンター」を開設するた
め、平成23年度内に、必要な初度備品等を購入、納品する必要があります。

根拠法令等

政令市：
県内他市：

対象者
　広く市民の利用に供することで、施設の有効活用が図られます。

３　補正前予算と補正予算要求の内容 (単位：千円）
区 　分 金　額

<積算内訳>

23

<積算内訳>
１　｢さいたま市武蔵浦和コミュニティセンター｣開設に係る経費
(１)　消耗品
(２)　什器備品

① 一般財源 116,137 (３)　音楽備品
(４)　パンフレット

<査定内容>
9 １　｢さいたま市武蔵浦和コミュニティセンター｣開設に係る経費

(１)　消耗品
(２)　什器備品

① 一般財源 96,556 (３)　音楽備品
(４)　パンフレット

<査定理由>

<査定内容>
１　｢さいたま市武蔵浦和コミュニティセンター｣開設に係る経費
(１)　消耗品
(２)　什器備品

① 一般財源 96,556 (３)　音楽備品
(４)　パンフレット

<査定理由>

要求理由

効果

財源内訳
月
補
正
予
算

他市の
実施状況

効果

緊急性

実施義務

財源内訳

　さいたま市武蔵浦和コミュニティセンターの開設に必要な経費であることから、9月補正予算に
計上することとしました。なお、既存のコミュニティセンターを参考にし、経費を精査しました。

96,556

　財政局長査定の内容及び理由について、適正と認められるため、財政局原案のとおりとしまし
た。

96,556

財源内訳

市長査定

財政局長査定

備　　　考

補正前予算

財源内訳

年
度

平
成

0

116,137補正予算要求
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